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開国111学校における健康診断の進め方

同 耳鼻咽喉科

本稿の目的は耳鼻科専門医以外の方に耳鼻科学

校検診のことを理解して頂くのが目的であるので、

その想定のもとで稿をすすめる。

学校検診の実施方法については日本学校保健会

の 「児童生徒の健康診断マニュアル(改訂版)J

(以下、マニュアル)に詳細な記述があり、これを

統一規格として実施することが望ましい。

マニュアルは各学校に配布されており、また別

に購入することも出来る。従ってマニュアルを手

元に置いて計画をたて、実施することとする。ま

た、聴力検査に関しては、日本医師会編 「学校医

の手引きJより抜粋転載させていただいた。

2 I検診の呂的と意義

検診においては、単に耳、鼻、咽喉頭疾恩の発

見のみならず、日常の健康観察をふまえて耳鼻咽

喉科領域の感覚の発達の程度をチェックする。
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(a) 耳の検診 子どもが学校生活や社会生活を

営む上で、音声としてのさまざまな情報を獲

得できるかどうかを調べるための大切な検診

である。

(b) 鼻の検診 鼻の検診は鼻呼吸の状態をチエツ

クすることが特に大切である。その理由は、

生活の質 (Qualityof Life)の面から考えると、

鼻呼吸が心地よく行えるかとうかが非常に重

要な要因となるからである。そのため、鼻呼

吸を阻害する種々の鼻疾患を検出する。

(c) 咽頭の検診扇桃は発育期には、免疫学的

な防御機構上重要な働きをしている。扇桃肥

大は頻回に発熱するなど日常生活に影響を及

ぼすことがしばしばあるので、健康診断にお

いて注意を払う必婆がある。

(d) 音声言語異常の検診音声言語異常のチエツ

クは、友人とのコミュニケーションをよりス

ムーズに行うためにも、また、自己の主張を

より正確に表現するためにも重要である。検

診の方法は 1.rooo (氏名)ですjと言
わせる、 2.rキリンJrテレビJrゾウJrハ
サミjの絵カードの名前を言わせる。(日本学

校保健会平成8年発行 「声と話しことばの健

康」を参照)以上のように、耳鼻咽喉科検診

は知識や技術の習得を促すために必要な諸感

覚の発達の程度をチェックするという意味で

重要であり、特に言語発達や精神発達、社会

性、友人関係、生活習慣なとも考慮に入れな
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これだけで鼻、 11国政、口!陸、高学年であれば耳も

診ることが出来る。低学年では耳鏡も併用する。

他の市町村がこれを利用することもできる。全

国的に見るとその地区の各学校手持ち分の器具を

集めて、何らかの形で中央消毒の準備を行う傾向

にあり過渡的対応をしている地方が多い。

検診には側燈或は特殊の光源を使用するが、検

診の場所全体がある程度暗いことが望ま Lい。そ

れは光源の明るさは同じでも周辺とのコントラス

トから耳鼻咽喉科検診を実施しやすいためであり、

したがって、少なくとも検診する医師の背部には

暗幕をするなどして、外界からの光を遮る必要が

ある。鼓膜や鼻腔、 H因頭の粘膜の色調が診断上非

常に重要であるため、コントラストが不足すると

色調が変わって診断を誤る恐れがあるためである。

また、 音声言語異常を検出するため、子どもに

音声を発せさせる場合は、静かな場所が要求され

る。そのためには検診中は私語を慎むよう指導す

検診場所

がら検診を進めることが大切である。

検診の準備として、予め「保健調査察」を子ど

もに配布し、必要事項を記載させておくことがよ

い。これは、限られた時間内に、より効果的に検

診が行える ようにするためであり、また、本人や

保護者が調査票に記載することにより、自らの

(自分の子の)耳、鼻、咽喉頭の状態を改めて見直

すことに役立つからである。さらに、調査察を参

考にしながら検診を行うことにより検診の精度を

高めることができる。

保健調査票を有効に活用するためにも、担任や

養護教諭からチェック項目を事前に聞いておき、

視診と照らし合わせることにより、子どもの健康

状態がより正確に把握できる。また、聴力検査は

健康診断の事前に施行し結果を検診医が分かるよ

うにするのが良い。

検査の実際

る。

プライパシーを保つための部屋のレイアウトを

工夫することも必要である。図lのように入口と

出口を別にして流れを良くし、被検者と(1，の順番

を待つ人との聞を空け、できれば聞に衝立を置く

ことが望ましい。また器具と記録者の配置も事前

に打ち合わせをしておくことが望ましい。
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検診の準備

検診器具 用具.額千若付反射鏡、鼻鏡、耳鏡、舌

庄子、摂子、 拡大耳鏡、机 (器具用、記録用)、椅

子(医師用、記録者用、子ども用)、側燈、アル

コール綿、ガーゼ、トレイ、タオル、消毒器具 等

小学校低学年児童には、器具に対する恐怖心を

与えないような配慮が必要である。そのため、検

診の順序として耳から始めるとスムーズにいくこ

とが多い。最近の傾向として、穆出性中耳炎が小

学校低学年児童に多く発症しているので、その検

出のために拡大耳鏡の使用が有効である。

器具の消毒については、従来より薬液消毒が行

われてきたが、日本耳鼻咽喉科学会では原則とし

て煮沸消毒 (20分以上)またはオートクレープ滅

菌を推奨しでおり、薬液のみの消毒は廃止の方向

にある。

上記の煮沸消毒を行う場合、当然のことながら

検診器具は、子ともの数分を確保する必要がある。

広島市では中央消毒システムを採用している。

広島市の採用している器具は「マタノ式鼻鏡」で、
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疾病異常名とその判定基準 (表l、2参照)

耳鼻咽喉科学校検診のポイン卜 表1

学校検診の対象となる主な疾患と判定基準，(日本医師会学校医の手引きから抜粋)

I 耳

E 鼻

Jl耳垢栓塞 耳垢栓纂はもとより、耳垢のため鼓膜の視診が困難なものを含む。

2慢性中耳炎 耳漏および鼓膜穿孔を認めるもの。耳漏のない鼓膜穿孔を含む。

3溶出性中耳炎 青色鼓膜、液線など穆出液尉溜の明らかなもの。強度の鼓膜陥凹および鼓膜癒着の疑い

のあるものを含む。

4難聴の疑い 選別聴力検査で異常のあるもの。アンケ ト調査その他で難聴、耳鳴などの訴えのあるも

の。上記1-3の伝音性難聴のほかに感音性難聴、心因性難聴に情意する必要がある。特に補聴器装用
が必要となる中等度以上の感音性難聴のスクリーニングに注意する。

l副鼻腔炎 中鼻道、嘆裂に粘膿性分泌物を認めるなと、一見してその所見の明らかなもの。鼻茸を含む。

2アレルギー性鼻炎 粘膜の蒼白』種目長、水様性鼻汁などでの他党的所見の明らかなもの。くしゃみ鼻閉な

どの自覚症状、ぜん息、 7トピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患の合併を参考にする。

3鼻中編轡曲症 奇曲が強度で、鼻呼吸障害および他の鼻疾患の原因になると思われるもの。

4慢性鼻炎 上記疾患以外で鼻呼吸障害が著明と思われるもの。

田 咽頭および喉頭

lアデノイド 疑いの波厚なものは鼻呼吸障害、いびきおよび特有な顔貌、態度に注意する。

2扇桃肥大 高度な肥大のために、呼吸、膜下の障害をきたすおそれのあるもので、慢性炎症所見の少な

いもの。

3肩桃炎 他党的に明らかに慢性炎症所見のあるもの。習慣性扇桃炎、病巣感染源と恩われるもの。その

他口蓋肩桃に著しい異常の認められるものを含む。

4音声異常 暖声、変芦障害、鼻声などに注意する。

5言語異常 言語発達遅滞、構音障害および吃音などに注意するo

W 口腔

V そのf也
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唇裂、口蓋裂およびその他の口腔の慢性疾患に詑意する。

車酔ぃ、起立性調節障害は学校生活の中で注意すべき疾患で、予防法を健康教育の面で児童生徒に熟知

させる必要がある。

個人情報保護の上からも、また学校保健安全法により学校は疾患を 1)耳疾

患 2 )鼻、副鼻腔疾患 3 )口腔、咽喉頭疾患 4 )音声言語異常

の4つの類型!に分類して文科省に報告しなくてはならないため日耳鼻広島県

地方部会が作成した疾患名表の番号を使用されることをお願いします。

疾患名

l耳垢栓塞

2慢性中耳炎

3諺出性中耳炎

4難聴の疑い

57レルギー性鼻炎

6鼻中隔努曲症

7副鼻腔炎

表 2

B慢性鼻炎

97テソイドの疑い

JO蔚桃肥大

lJ扇桃炎

12口腔の異常

l3音声異常

14言語異常



6 !検診の事後措置

検診の結果は終了後21日以内に本人と保護者に

通知される。聴力検査の異常者は検査の後速やか

に、その他の耳鼻科疾患については学校医が必要

と認めた場合に専門医療機関への受診を勧めるこ

とになっている。健康診断の結果は学校全体の

データとしても、個人指導のデータとしても多岐

学校における健康診断の進め方l阿国

にわたり活用される。この点、鉦味乾燥、作業的

になり易い検診業務に自ら光を当てることも時に

は必要である。

参 考文 献

児童生徒の健康診断マニュアル (改訂版) (財)日本学

校保健会 2006年3月改訂版
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平成21年11月発行

執筆・編集広島県医師会 学校医部会

発 行(社)広島県医師会

広島市西区観音木町一丁目 l番l号

電話 082-232-7211 

印刷所レタープレス4米式会社
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電話 082-844-7500 



第2節 耳鼻咽喉科の重点的健康診断'

学校では毎年6月までに定期健康診断を実施し，児童・生徒の健康状態、を

把握して教育に反映される。また，修学旅行や休暇の前，伝染病の流行期に

は臨時健康診断が行われる。

耳鼻咽喉科医の絶対数が少なく，日耳鼻会員8.000名のうち，健診に携わ

るものは約3.000名と推定され，校医の配置率が40% "-'，50 %と内科95%に比

し低い。効果的な健診を行い，さらにその普及率を向上させるため重点的健

康診断を行う必要が生まれた。

その要領は表2-1のとおりで，検診を行う学年は低学年を重点、としてお

り，一見“間引き健診"と受けとめられる傾向があるが，保健調査と選別聴

検は毎学年実施を前提としており，低学年に集中する疾病傾向を基調として

検診学年を定めたもので，健康診断としてはおおむね全学年を把握できるこ

とになっている。将来機能検査(選別聴力検査に加え，平衡機能検査，チン

パノメトリー，鼻腔通気度測定，アレルゲン反応検査，鼻汁検査など)を施

行することにより，さらに健診精度の向上が予測される。

本診断法はなるべく多くの児童 ・生徒が専門医の恩恵に浴するために考え

られたもので，校医の検診時間の節減のためでもない。余力は健康相談をは

じめ，学校保健全般に注ぎ，なるべく多数校を担当することが望ましいから

である O

なお，本法実施に当たり，あらかじめ所管の教育委員会および当該校の理

解を求めておくことが必要である。

く病名〉

すべて慢性疾患のみとし，急性疾患、は定期健康診断より除外する。

診断の結果はあくまでも「疑しリであり，事後措置の段階において専門医
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第2章健康診断

表2-1 耳鼻咽喉科重点的健康診断要領

年齢別 検査対象および器官 注意点 備考

幼稚関，保育園 全員，全器官 j参出性中耳炎.耳垢， 難聴，言語障害

3 --5歳 聴力検査は主として会話 慢性鼻炎，アレルギー の発見に努める。

を用いる 性鼻炎，副鼻腔炎，ア できれば保健調

就学時
全員，全器官 デノイド，肩桃肥大， 査を行う o

聴力検査はオージオメー 先天性異常疾患
健康診断

タを用いる

全員，全器官 i参出性中耳炎，慢性中 保健調査および

1年 6歳
耳炎，耳垢，慢性鼻炎， 聴力検査は毎年

アレルギー性鼻炎，冨IJ 実施する。
2年 7歳

鼻腔炎，鼻咽腔炎，ア 低学年では難聴

テYイド，扇桃肥大 p夏声 言語障害，先天

3年 8歳
有疾者(保健調査を含む) 法出性中耳炎，慢性中 性異常疾患の発

寸みとゐー および担任より申出のあ 耳炎，慢性鼻炎，アレ 見に努める。
4年 9歳

った者について全器官 ルギー性鼻炎，副鼻腔

5年 10歳 全員，全器官 炎，鼻咽腔炎

l校 有疾者(保健調査を含む) 庸桃炎変声

6年 11歳 および担任または本人よ

り申し出のあった者全器官

1年 12歳 全員，全器官 慢性中耳炎 保健調査および

中
有疾者(保健調査を含む) 慢性鼻炎，副鼻腔炎 聴力検交は毎-年

および担任または本人よ 扇桃炎 実施を原員Ijとす

学 2年 13歳 り申し出のあった者全器 変声 るo

3年 14歳 官 3年生は 2学期に卒
校

業検診を全員に行うこと

が望ましい

l年 15歳 全員，全器宮 中耳炎その他による聴 保健調査は 1年

ゼ問デ3 有疾者と本人より申し出 力障害 入学時のみ o

等
2年 16歳

のあった者 副鼻腔炎 聴力検査は毎年

学 聴力異常者の耳 鼻中隔轡曲症 実施，聴力改善
3年 17歳
校 など手術適応の

助言。
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の精密検診により診断が確定される。

この方式はあくまでも 1つの基準を提示したものである。重点的健康診断

の意義を損なうことなし地区の現状に即応し，学校医の自主性に基づいて

実施されれば幸いである。また，就学時健康診断を施行したときにも，小学

校 l年生は全員検診することが望ましい。

〈就学時の健康診断) (第 4章第 3節参照)

法第4条により市町村教育委員会は学校教育法の規定により，翌学年の初

めから小学校に就学させる予定の子どもが，その委員会の所在する市町村の

区域内に居住する場合には，この子ども達に対して健康診断を実施しなけれ

表 2-2 就学義務に測する手続

関係条文 盲・聾・養護学校: 小・中学校 時期

10月1日

施学校教育第法
行令 2条 学作齢簿成の

学校教育法
市町村教委焔行規制第31粂

10月31日
( 5月前)

就学時の
学校保健法 健康診断
施行令第 1条

市町村教委
11月30日
( 4月前)

都道府県教委へ

学校教育第法 盲者等の通知
胞行令 11条

市町村教委
12月31日
( 3月前)

学施校教育第法
f呆議者へ入学 保護者へ入学

行令 5条 期日の通知 期日の通知
第1J頁，第14条
第l項 都道府県教委 市町村教委

l月31日
( 2月前)

4月1日
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第2章健康診断

ばならないとされている。この健康診断は就学予定者の心身の状況を把握し

て，保健上適正な就学指導を実施し，義務教育の円満な実施に役立てる目的

のもとに行われるのである。

就学義務に関する事務手続きは表2-2のどとし就学時の健康診断は11

月中に実施される。耳鼻咽喉科医の積極的な協力が求められている。
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固 耳鼻阻喉科領域

慢性中耳炎 1 

慢性中耳炎の症状は耳漏(耳だれ)、難聴で鼓膜

に穿孔があるのが特徴である。慢性中耳炎は一般

的には単純性化膿性中耳炎と真珠極性中耳炎があ

る。

単純性化膿性中耳炎は急性中耳炎から移行する。

鼓膜の中心部に穴があり、時々耳だれを繰り返す。

普段は無症状のことも多いが、カゼ、あるいは水

泳、洗髪などで感染を起こすと粘性、膿性の耳だ

れが出る。急性憎悪をきたすとき、軽度の発熱、

耳痛、耳鳴り、耳だれの増強があり、耳だれは粘

股性を示すが悪臭を伴うことは少ない。近年、こ

のタイプの慢性中耳炎は医療の普及や治療方法の

進歩により学校での検診の場においても非常に少

なくなっている。

真珠腫性中耳炎は穿孔が鼓膜の辺縁にある場合

が多く、真珠腫を形成し、耳だれに悪臭がある。

真珠腫は骨を破壊する性質があり、進展すると難

聴以外にめまいや顔面神経麻棒、頭叢内合併症な

どの合併症状が出現することがある。したがって、

慢性中耳炎

急性中耳炎

学校における健康管理 111阿 国

この中耳炎は手術による治療が必要となる場合が

多い。

抗生弗lの発達により慢性中耳炎の重症例は激減

した。また、慢性中耳炎による高度難聴は子ども

においてはかなり滅少している。いずれの型の慢

性中耳炎でも、早期に適切な治療と管理を受ける

べきである。

2 I港出性中耳炎
¥ 

i$出性中耳炎は激しい痛みや耳漏 (耳だれ)な

どがなく、ほとんど無症状に経過し、知らない間

に難聴になっている場合が多い。難聴も比較的軽

度であるために、自ら訴えることは少なく、親を

はじめとする周閣の者が「聞きかえすことが多いJ、
「呼んでも返事をしないことが多いJ、「テレビの音

を大きくする」などの症状で気付く場合もあるが、

健康診断で発見されることも少なくない。子ども

の近くで話した場合は普通に聞こえるが、少し離

れたところから話しかけたり、多少うるさい場所

で話すと聞こえない程度なので見逃されやすい。

特に小学校低学年では約 4%くらい存在するので

耳鼻科検診において特に注意しなければならない

疾患である。

病態は中耳腔に竣液性、時には、にかわ状の漆

出液が長期間貯留するものである。このために伝

音難聴をきたす。発症に関与する因子には急性中

耳炎の既往、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎な

どが指摘されている。

接出性中耳炎
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軽度の難聴であっても長期間存続する場合は、

情緒面や言語の発達にも影響を及ぽす場合がある。

i治療には長期間を要する場合が多く、本疾患か

ら真珠臆性中耳炎や癒着性中耳炎に進展すること

もあるので、きちんと治療を受けることが大切で

ある。

なお、高度難聴がある子どもに本疾患が発見さ

れた場合には、正常な子どもでは問題にならない

程度の聴力低下でも、影響が大きいので積極的な

治療が必要である。

3 Iアレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎は、最近、増加が著しい。学

校での検診の際にも子どもの10%以上に本症が疑

われるものがみられる。主症状はくしゃみ、水様

性鼻汁(鼻水)、鼻閉(鼻づまり)の3王徴で、そ

の発生機序となる抗原の大部分は吸入性抗原で室

内塵に生息するダニ、花粉、カどが代表的なもの

である。アレルギー性鼻炎を発症しやすい素因は

遺伝形式をもって親から子に伝わると考えられ、

この素因に抗原や生活様式、社会環境などの環境

因子が加わって発症する。したがって、予防とし

ては環境に関わる原因除去が最も基本的であり、

治療の第一歩でもある。小児のアレルギー性鼻炎

の誘因となる抗原としては室内塵に生息するダニ

が最も多く、ダニは湿気を好むので、部屋の換気

や布団を日光によく干すことも予防の一つである。

また、自律神経のバランスを保つため、適度の運

動、乾布摩擦も効果があるといわれている。決定

的な予防法はないが、免疫力をつけるために減感

作治療法が推奨されており、また近年、多くの抗

アレルギー剤が局所および内服剤として開発され

ているので専門医の指導を受けるのが何よりも望

ましい。

4 I副鼻腔炎
一一 一一 一一 一一¥

一一一一一一 一ーー一一ーー一一一ーー./

鼻は固有鼻腔と副鼻腔とから形成されており、

副鼻腔に感染が広がって膿がたまった状態を副鼻

腔炎という。
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小児の冨IJ鼻腔炎は副鼻腔が発育途上にあるため、

成人の場合と多少異なる。本症は感染症であると

同時に免疫、アレJレギーという生体反応が関与し、

発症の基盤として先天的あるいは後天的の体質が

関与している。幼児期では鼻炎と軽度の副鼻腔炎

が主で就学のころになると病型が多彩になり、 10

-14歳くらいで自然治癒することが多く、一部は

症状が固定し、成人の副鼻腔炎に移行する。小児

期の冨IJ鼻腔の特異な粘膜反応として鼻茸(鼻のポ

リープ)がある。主な症状は鼻閉(鼻づまり)、鼻

汁で、時に頭痛をともない、注意力散漫、学力低

下につながることもある。小児の場合は原田Ijとし

て保存的治療を行い、国l鼻腔の換気、排燥を主と

する治療で、急性憎悪期には耳鼻科専門医で治療

を受けるのがよい。

5 I制 E内 頭扇糊は(ア三笠J1
扇桃肥大と扇桃炎は同じではない。扇桃炎は扇

桃(主として口蓋属桃)に生じた炎症であり(扇

桃の大きさは無関係)、扇桃肥大は扇桃が咽頭腔に

占める大きさが外見上大きいというものである。

扇桃炎は統計上は「その他の鼻 ・咽頭疾患」に

含まれるため、それ単独の権患率はわからないが、

扇桃肥大は、小学生では2-4%で学年とともに

滅少し、中学生では 1-2%で、学年が進むにつ

れて減少する。

扇桃の大きさは、上述のように周囲との関係で

分類される(マッケンジーの分類1-3度、図1)。

このうち l及び2度の肥大は、他に影響を及ぼ

していなければ問題にならない。 3度の肥大で問

題となるのは次のような場合である。

(7) 睡眠時に呼吸が何回も止まる

(イ) ひどいいびきをいつもかく

1ウ) 食物、特に図形物が飲み込めない、食事に

凸 民同
第1度肥大 第2度肥大 第3度肥大

図1 マyケンジーの分類



時間がかかる

(エ)発音が不明瞭

このような場合が治療の対象になる。

扇桃炎はH悶頭痛、発熱を年に 4~5 回以上繰り

返して起こす場合や、いわゆる病巣感染が疑われ

た時に手術の適応とするが、環境の変化が大きく

影響するため(例えば、小学校入学とか、クラブ

活動を開始した時なと)、季節の変わり日や環境の

変化に対応して体調を整え、睡眠を充分にとらせ

ることが大切である。

日本耳鼻咽喉科学会学校保健委員会が行った会

問調査によれば (1989年)、肩桃肥大が子どもの学

校生活に何らかの影響 (健康状態、言葉の明瞭度、

給食の食べ方、耳疾患 鼻炎の権患率等)を及ぼ

していることが明らかになった。

したがって、学校における健康診断において、

扇桃肥大を指摘することは意味があり、それに基

づき医師の診療を勧めるとともに、子ども個々に

対しては、学校生活において扇桃肥大の影響を考

慮した対応が望まれる。

アデノイドとは鼻孔のつきあたり、即ち咽頭の

一番上にあるリンパ組織で、口を開けても口蓋垂

(のどちんこ)の裏側の上に位霞するため、検診の

場で直接視診できる場合は少ない。保健調査察の

いびきの項ゃいわゆるアデノイド顔貌、鼻関等を

参考にして診断する。他に鼓膜の内陥やi書出性中

耳炎の存在も参考にする。そして診断が確定し、

悪影響が明白であれば手術の適応となる。

6 I音声・言語異常

普通の小 ・中学校に在籍している児童生徒であ

れば、大部分は日常の会話は可能であると考えてよ

し、。

したがって、もし異常があるとすれば、程度が

問題となる。、

1) 音声異常

子どもで問題となるのは、 声の出し過ぎによる

暖声 (芦がれ)である。検診の場では喉頭鏡検査

を行い難いので、対象児に声を出させて診断する

方法がとられる(聴覚的診断)。 また、学級担任の

学校における健康管理日回目

日常の健康観祭の結果から得られた情報も診断の

有力なデータとなるため、日頃から発声の状態を

記録しておいてもらうことが大切である。嘆声は、

小児声帯結節 (声帯に小さな結節ができる)、声帯

ポリープ、慢性喉頭炎、また、稀ではあるが喉頭

乳頭臆(パピローマ)等が疑われ、いずれもコ

ミュニケーションに支障をきたす恐れがあるため、

耳鼻咽喉科専門医による詳しい診祭と管理が不可

欠である。そして不適切な発声習慣があれば矯正

し、他の疾患に起因Lていれば、それらを改善す

べく指導することが大切である。

その他、開鼻声や高度の閉鼻声、変声期障害等

も問題となる。これらも同様にコミュニケーショ

ン障害となり得る点で耳鼻咽喉科専門医の診察が

必要となる。

小児声帯結節

2 ) 言語異常

子どもの言語異常は、ことばの表出や理解にi里

れのある言語発達遅滞と、話し言葉として正しい

音が作れない構音の異常が問題となる。普通学級

に在籍している児童生徒等では、高度の言語発達

遅滞が問題となることは極めて稀である。軽度の

言語発達遅滞の原因のーっとして、難聴があるの

で注意が必要である。

構音の異常は、話し言葉が歪んでいることでこ

とばの明瞭度を低下させたり、社会生活上不利と

なる原因になる。その頻度は小学校低学年ではお

よそ10%にも及ぶことがある。力行、サ行、タ行

などに異常を見ることが多いが、発音に際して患

が横から抜ける側音化構音などはイ列音によく見

られる。原因は不明であるが、いずれの場合も高

学年になるにつれて自然に改善する場合が多いが、

改普しない場合は、中・高等学校にまで持ち込ま
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れ症状が固定することがある。音声異常と同様、

コミュニケーション上問題となることもあり、耳

鼻咽喉科専門医によるチェアクと管理が必要であ

る。軽度の構音障害は言語発達遅滞の場合と同様、

難聴も原因となり得るので注意が必要である。

耳は外耳、中耳、内耳の三つの部分からなる

(図2. 3)。

1) 聴力

I 音の伝導路と難聴との関係

外耳道より入った音刺激が大脳側頭葉に到達す

る経路の中で、障害部位によって難聴はいくつか

に分類される。外耳道から中耳、さらに内耳への

連絡口である卵円窓・正円窓までの問を伝音系と

いい、この経路に原因がある難聴を伝音難聴とい

う。内耳から聴神経を経て中枢に至る経路を感音

系といい、この経路のいずれかに障害のある場合

を感音難聴という。

E 検査の目的と意義

学校において聴力検査を行うことの目的は、児

図2

図3
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童生徒の聴覚障害を事前に発見し、教育指導、事

後措置などをきめ細かく行い、 学校教育を円滑に

遂行するところにある。

特に中等度および高度の聴覚障害がある児童生

徒については、教育上特別な配慮 (取り扱い)を

行わなければならない(昭和53(1978)年、文初特

309号)。軽度の聴覚障害についても、学校生活を

送る上で支障をきたすことが多い。このような見

地から、就学時および定期健康診断に伴う選別聴

力検査は、耳鼻咽喉科検診の中で最も重視されて

いる項目であるd

伝音難聴である惨出性中耳炎の増加を考慮して、

多発する低学年児童においてはできるだけ全員に

検査を徹底すべきであろう。

皿 オージオメータについて

オージオメータは日本工業規格(JJS)により仕

様が定められ，昭和57(1982)年に規格が改正され

ている。古いオージオメ ータは使わないほうがよ

い。また、オージオメータは頻繁に使用すると精

度に狂いが生じる。JIS規格に合っているか，定期

的に専門業者による校正が必要である。複数受話

器で2人以上を同時に検査することは、誤った結

果をきたしやすいので避けるべきである。

W 検査の手技

児童生徒は1.000Hz， 30 dB、4，000Hz . 25 

dBで選別を行う。

検査は聞こえのよい耳から始めるが、不明のと

きは右耳から開始するとよい。次いで受話器が被

検者の耳に密着しているかを確認する。まず

1. 000 Hz ' 30 dB音を間かせ、応答が不明確なと

きには断続器を用いて確認する。明確な応答が得

られたら 4，000Hz . 25 dBに移る。この際、目盛

ダイヤルを 25dBに絞りこむことを忘れてはなら

ない。

応答は、応答ボタンまたは手指による合図で行

わせ、応答が不確実なときは断続器を使用する。

応答を確認するために被検者への問い掛けをむや

みに行うようなことは、極力避けるべきである。

なお、断続器の中には、 音を断続するたびに雑音

(クリック音)を出すことがあるので、被検者が検

査音と誤って応答しやすい。校正が行われていて



も検査部lの点検は一応行ったほうがよい。

(j) 検査学年

全学年に行われることが望ましいが，小学4、

6年生、中学2年生は省略できる。

(2) 難聴疑い再検査

検査の結果、難聴が疑われた者については、次

の要領で検査を進める。まず1.000 Hzで十分に

聞こえる強さの音を聞かせた後、音ーを次第に弱め

て、まったく聞こえなくなった時点から再び音を

強めていき、初めて応答のあったdB値(b)を記録

する。このようにして 2.000Hz (c) 4.000 Hz (d) 

を検査し、次いで1.000 Hzでの dB値を再度確認

した後に 500Hz (a)を検査する。

(3) 蒋検査の留意点

再検査ではまったく聞こえない点から音量を次

第に強めて、初めて聞こえた点(域値)を決める

ことが重要である。このように、音を弱→強へ強

めて域値を決める方法を上昇法という。逆に、聞

こえる点から音を弱めて域値を決める方法を下降

法としているが、上昇法とでは域値が異なりやす

い。上昇法による域値測定が正しい手技である。

(4)平均諜カの算出

(a +2b +c)/4が平均聴力 dBとなる。たとえば

500 Hz . 30 dB、1.000 Hz . 40 dB、2.000Hz 

50 dB、4.000 Hz . 50 dBの聴力のものは (30+

40x2+50)/4 = 40 dBであるから、この例の平均

聴力は 40dBである。平均聴力レベルは前記のよ

うに健康診断票の聴力の欄に記入し、 4.000Hzで

のdB値dは (50dB)のように括弧書きして同じ

欄内に記入する。

V 事後処置

聴力検査の結果、異常が発見されたら、すみや

かに専門医療機関を受診して精密検査を受け、異

常の有無および程度を確認しなければならない。

各科いずれも受診勧告書は発行されているが、

難聴疑いの場合には選別聴力検査の結果を併記し

て、さ らに学校医の意見、教育上の配慮などを記

入する備考欄のある別の勧告書があれば有用であ

る。難聴が疑われる場合には、これを暖昧に放置

することは決して許されるべきことではない。治

療あるいは教育上の配慮へ対応が迫られているか
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らであるo

w 幼児の聴力検査
就学前の幼児 (4~ 5歳児)は、原則として児

童の選別聴力検査に準じてスクリーニングするこ

とは可能であるが、幼児用簡易式のオージオメー

タとして、ウォープルトーンを備えた器械があり、

幼児のスクリーニング用として有用である。さら

に詳細に検査するには遊戯聴力検査 (playaudio-

metry)として peepshow test、数遊び法 (barr

法)などが一般的であり、他党的には聴性脳幹反

応、 (ABR)、耳音響放射 (OAE)なとがあるが，集

団検診の場では不可能である。

外耳、中耳は音を効果的に内耳に伝えるはたら

きがあり、伝音系といい、この部分の障筈で起こ

る難聴を伝音難聴という。内耳から大脳の聴覚中

枢までは音を感じるはたらきがあり、感音系とい

い、この部分の障害で起こる難聴を感音難聴とい

うハ伝音系、感音系の障害が合併して起こる難聴

を混合難聴という。

2 ) 伝音量監聴

伝音難聴は、耳垢で外耳道が塞がる (耳垢栓塞)、

鼓膜の振動や耳小骨の振動が中耳炎のために傷害

されるなど、いろいろな原因で起こる。難聴は軽

度ないし中等度で、音を大きくすると聞こえる。

多くの場合、治療や手術により普通の聴力に戻せ

る。

伝音難聴では、最近急増している諺出性中耳炎

が注目される。鼓膜穿孔のある慢性中耳炎は水泳

の時期の前に検診でぜひとも検出する必要がある。

3 ) 感音難聴

感音難聴は主に内耳に障害がある場合に起こり、

先天性・遺伝性の病気、おたふくかぜ、風しんな

どのウイルスの感染、強大な昔、薬物の中毒など

で起こる。中等度ないし高度の難聴、稀には全く

聞こえないようになることもあり、障害の程度は

大きい。感音難聴は治療によって回復しないこと

が多いので早期発見に努め、障害の強い場合には

補聴器の装用による聴能訓練をできるだけ早く始

めるべきである。

また、補聴器装用児ではその利用状況、聴力の

変化を家庭、学校、主治医が連携して管理する必
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要がある。

!感音難聴では、流行性耳下腺炎をはじめとする

ウイルスの感染によるー側性難聴、音響外傷の強

大音による難聴、心因性難聴などが注意を要する。

4 ) 学校で注意すべき難聴

(a) ディスコ難聴、ロック難聴、ヘッドホン難

聴などは強大な音により内耳の感覚細胞に障害が

生じて起こる。運動会で使うピストル音を耳元で

聞いても起こる場合がある。このような難聴を音

響外傷といい、健康教育の伺点から、日常的な注

意喚起による予防が大切である。

(b) ー側ろうは片側の耳の高度難聴で就学のこ

ろまで気付かれないことがある。他側の耳の健康

に注意すること、聞こえる耳が教壇の側に来るよ

う座席を配慮する。

(c) 心因性難聴は家族、友人関係などとの心理

的葛藤から逃れようとして、聞こえているにもか

かわらず難聴を訴える。背景にある心理的因子の

解明、場合によっては心理療法等が必要である。

なお、近年、人工内耳手術年齢の低年齢化によ

り、人工内耳を装用した子どもが増加している。

また、補聴器装用の子どもの通常の小・ 中学校へ

の就学も増加している。これらの子どもに対する

学校の理解と支援態勢が、 今後重要になると思わ

れる。詳細は(財)日本学校保健会、「難聴児童生徒

へのきこえの支援J(平成16(2∞4)年12月25日)
を参照。

その他学校で良くある耳鼻科的外:
傷など

1 ) 外傷性鼓膜穿孔

ボールが耳の近くにぶつかったり、手が当たっ

ただけでも鼓膜穿孔が起こることがある、耳閉感

外傷性鼓膜穿孔
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や耳鳴を訴える時は早急に専門医に診せたほうが

良い。

2 ) 鼻出血

学校で、また家庭で良く遭遇するのが鼻出血で

あるc 頭部顔面から出血するのでパニックに成り

易いものである。しかし、ちょ っとしたコツが分

かれば多くは比較的容易に止めることができる。

鼻出血の多く (90%)は鼻中隔 (右と左の鼻の穴

を仕切っている壁)前部のキーゼルバッハ部 (図

1の血管が赤〈書いであるところ)と呼ばれると

ころから出る。止血の基本は圧迫止血であるから、

右の図 2のよう座って出血点を心臓より高い位置

に置き、また出lOlが口の中に入らないようにする

ために頭を前に傾け、鼻翼(鼻の柔らかいところ)

を全部つまんでやるとよい。血液が固まるのに約

10分はかかるので鼻をつまんでいるのは結構つら

い、そこで本人の親指第一関節くらいの脱脂綿で

綿球を作って鼻に詰めておく 。こうした場合何度

も綿球を出し入れせず、 一度入れたら20-30分位

は入れたままにしておくのがよい。その後綿球を

外してみると止血していることが多い。この間に

綿球に血が惨んでくるようなときはその上から鼻

をつまんでおく とよい。

ノ

図 1

3 ) 鼻骨骨折

鼻に手、ひじ、肩、ボーJレ、その他の体育用具

などがぶつかって起こる。

受傷直後は腫れていて骨折が分かりにくいこと

も多い、単純なものであればl週間以内であれば

割合簡単に整復出来ることも多い。
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4 ) 咽頭異物 参考文献

給食で魚、が出された時に咽頭に魚骨が異物とな

ることがある、ご飯やパンを丸呑みにしたりする

ことも行われているようであるが返って事態を悪

くすることもあるので行わせるべきでない。

児童生徒の健康診断マニュアル (改訂版) (財)円本学

校保健会 2006年3月31日改訂版

エーザイ メデイカル イラストレーション 「耳鼻咽

~Jí科編 J (code 2初0) Eisai Co.， Ud. 1975 
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耳鼻咽曝科の薩康教育マニュアノレ(日本耳鼻咽喉科学会学校保憶委員会)

Q15 乗り物酔いとはどんな病気ですか。

A 乗り物に乗ると気分が悪くなり，顔面が蒼白となり，ふらふら感や冷や汗が出て2 吐
いてしまうことがあります。これは乗り物の揺れ(動揺)が原因でおこっており，乗り

物酔い(動揺病)といいます。乗り物の種類により，草酔い，船酔い，空酔い3 宇宙酔

いといわれEれもほぼ同じ症状を示します。

幼児や老人は酔いにくく，小学校入学噴より酔いやすくなり雪高学年になるにつれて

多くなり，女子の方が男子よりと多いという統計があります。

Q14で述べたように耳石器，半規管はからだの平衡(バランス)をとる上で大切な役

割をしています。動く乗り物に乗ると発進"停止の繰り返しゃスピードの変化な左前

後・左右・上下 m 回転の加速度刺激を耳(耳石器，半規管)が受け，自の前を流れる景

色の視覚刺激を目が受けます。それらの情報は無意識に脳に送られます。しかし 2 予測

しない慣れない刺激を繰り返し受け続けると脳は情報過多となり，脳が混乱して自律神

経に異常な信号を送ってしまいます。その結果3 最初は生あくび，生つば軍次に気分が

悪くなり顔面蒼白，ふらふら感，冷や汗が出て，ついには唱吐などの症状が出てしまう

の'です。

パスの前の方の席に座り，進行方向の景色を見ていると乗り物に酔いにくいと言われ

ています。草を運転する人はまず酔うことはありません。これは車の進行方向を意識し

て自然に身体が加速度に適応しているからです。車の進行方向が見えず，どのように揺

れるか判らない後ろの席の人は受身の状態となり酔いやすいのです。ですから，進行方

向がはっきりと見える前の方の座席にすわると酔いにくくなります。

乗り物酔いに強くなるような笥n諌法は加速度耐性訓練をすることです。日ごろからブ

ランユすべり台，シーソー，鉄棒，自転車，一輪車，マヅト運動など身体の前後置左

右，上下，回転などあらゆる加速度に慣れるためのいろいろの運動をすることが大切で

す。積極的に乗り物に乗り，少しずつ慣らすことも大切です。

冷水・乾布摩擦など自律神経訓練法も効果があります。

く乗り物酔いの予防〉

乗る前の対策

1) 乗る前日はよく眠る。食事は腹8分自にする。

2) 乗り物酔いになることがわかっている人は学校医や主治医の先生に相談Lて酔い
止めの薬を予め飲んでおく。

乗り物に乗ってからの対策

1) パスは前から 4，5番目の席，船は振動の少ない中央部に座る。

2) 本を読まない。遠くの景色を見る。

3) 乗り物内の換気を良くし，いやな臭いがこもらないようにする 0

4) 気分をまぎらすために歌をうたったりョゲームをする。

乗り物に酔ってしまったら場合は，乗り物を下車するのが最もよい方法です。下車出

来ない場合は横になって，ベルトや衣服をゆるめ腹式呼吸をさせます。頭部を冷やし，

室内の換気をよくしてください。乗り物酔いであれば間もなく回復します。
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